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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】こども教育課・管理係 

個人情報ファイルの名称 
子ども・子育てシステム支給認定管理（子どものための教育・

保育給付認定事務） 

行政機関等の名称 香美町教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
こども教育課 

個人情報ファイルの利用目的 子どものための教育・保育認定事務を行うため 

記録項目 

１児童情報（氏名、カナ氏名、生年月日、性別、認定者番号、

宛名コード、郵便番号、住所、児童・家庭状況）、２保護者情

報、３認定情報、４所得情報、５口座情報、６世帯情報 

記録範囲 児童、保護者、同居親族 

記録情報の収集方法 保護者、住民基本台帳システム（住民情報・所得情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 幼稚園、保育所、認定こども園、他市町村 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）香美町教育委員会教育総務課 

（所在地）〒667-1392 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡 390-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】こども教育課・管理係 

個人情報ファイルの名称 
子ども・子育てシステム契約管理（入所決定事務、保育料決定・

徴収・減免事務） 

行政機関等の名称 香美町教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
こども教育課 

個人情報ファイルの利用目的 入所決定事務および保育料決定・徴収・減免事務を行うため 

記録項目 

１児童情報（氏名、カナ氏名、生年月日、性別、認定者番号、

宛名コード、郵便番号、住所、児童・家庭状況）、２保護者情

報、３契約情報、４所得情報、５口座情報、６世帯情報、７多

子軽減情報 

記録範囲 児童、保護者、同居親族 

記録情報の収集方法 保護者、住民基本台帳システム（住民情報・所得情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 幼稚園、保育所、認定こども園、他市町村 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）香美町教育委員会教育総務課 

（所在地）〒667-1392 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡 390-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】こども教育課・管理係 

個人情報ファイルの名称 子ども・子育てシステム契約管理（施設型給付費支給事務） 

行政機関等の名称 香美町教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
こども教育課 

個人情報ファイルの利用目的 施設型給付費支給事務を行うため 

記録項目 

１児童情報（宛名コード、氏名、生年月日、性別、年齢、認定

者番号）、２保護者情報（宛名コード、氏名）、３公定価格区分、

４広域入所区分、５公定価格、６基本負担額、７給付費 

記録範囲 児童、保護者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム（住民情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）香美町教育委員会教育総務課 

（所在地）〒667-1392 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡 390-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】こども教育課・管理係 

個人情報ファイルの名称 学齢簿 

行政機関等の名称 香美町教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
こども教育課 

個人情報ファイルの利用目的 
学校教育法施行令第１条に基づく学齢簿の編成に基づく、異動

記録等を記入するため 

記録項目 

１児童情報（氏名、生年月日、性別、続柄、現住所、本籍）、

２保護者情報（氏名、現住所）、３学校名（小学校、中学校）、

４入学年月日（小学校、中学校）、５転入学年月日（小学校、

中学校）、６転学年月日（小学校、中学校）、７卒業年月日（小

学校、中学校）、８異動事項（小学校、中学校）９就学状況（小

学校、中学校、１０就学猶予（許可年月日、事由、期間）、１

１就学免除（許可年月日、事由、期間） 

記録範囲 児童、保護者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム（住民情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）香美町教育委員会教育総務課 

（所在地）〒667-1392 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡 390-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
紙ファイルで保管 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】こども教育課・管理係 

個人情報ファイルの名称 就学時健康診断名簿 

行政機関等の名称 香美町教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
こども教育課 

個人情報ファイルの利用目的 就学時健康診断結果の記録を行うため 

記録項目 

１就学予定者情報（氏名、生年月日、性別、年齢、現住所）、

２保護者情報（氏名、現住所）、健診内容記録 

記録範囲 児童、保護者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム（住民情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）香美町教育委員会教育総務課 

（所在地）〒667-1392 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡 390-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

紙ファイルで保管 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】こども教育課・管理係 

個人情報ファイルの名称 指導要録 

行政機関等の名称 香美町教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
こども教育課 

個人情報ファイルの利用目的 園児の学籍に関する記録、指導に関する記録を行うため 

記録項目 

１幼児（氏名、生年月日、性別、現住所）、２保護者情報（氏

名、現住所）、３学籍に関する記録（入退園、修了年月日、入

園前の状況、進学先等）４指導に関する記録（指導の重点、指

導上の参考となる事項、出欠状況） 

記録範囲 児童、保護者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム（住民情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）香美町教育委員会教育総務課 

（所在地）〒667-1392 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡 390-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



7 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】こども教育課・管理係 

個人情報ファイルの名称 幼児健康調査票、耳鼻咽喉科保健調査票、運動器健診調査票 

行政機関等の名称 香美町教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
こども教育課 

個人情報ファイルの利用目的 園児の健康診断結果の記録を行うため 

記録項目 

１園児（氏名、生年月日、性別）、２健康診断結果記録（身長、

体重、栄養状況、脊柱、視力、聴力、う歯数、尿検査等） 

記録範囲 児童、保護者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム（住民情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）香美町教育委員会教育総務課 

（所在地）〒667-1392 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡 390-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



8 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】こども教育課・管理係 

個人情報ファイルの名称 修了証書授与台帳 

行政機関等の名称 香美町教育委員会 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
こども教育課 

個人情報ファイルの利用目的 修了証書授与の記録を行うため 

記録項目 

１園児（氏名、生年月日）、２修了年月日 

記録範囲 児童、保護者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム（住民情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）香美町教育委員会教育総務課 

（所在地）〒667-1392 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡 390-1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 


